
- 1 - 
 

 

   平成 21年度（平成 22年 3月 31日現在）貸借対照表 

 

 

 

     （単位：百万円） 
 科     目  金   額  科     目  金   額 

 (資 産 の 部)     (負 債 の 部)    
 現 金 及 び 預 貯 金  22,352   保 険 契 約 準 備 金  586,241  
  預 貯 金  22,352    支 払 備 金  420  
 コ ー ル ロ ー ン  28,254    責 任 準 備 金  585,820  
 金 銭 の 信 託  13,692   受 託 金  473,207  
 有 価 証 券  1,006,947   そ の 他 負 債  14,885  
  国 債  457,324    再 保 険 借  5,507  
  地 方 債  80    未 払 法 人 税 等  952  
  社 債  120,593    預 り 金  2  
  外 国 証 券  425,813    未 払 金  1,144  
  そ の 他 の 証 券  3,135    金 融 派 生 商 品  7,278  
 有 形 固 定 資 産  67   退 職 給 付 引 当 金  110  
  建 物  40   役 員 退 職 慰 労 引 当 金  13  
  その他の有形固定資産  26   賞 与 引 当 金  18  
 無 形 固 定 資 産  334   特 別 法 上 の 準 備 金  7  
  ソ フ ト ウ ェ ア  334    価 格 変 動 準 備 金  7  
  その他の無形固定資産  0   地 震 保 険 評 価 差 額 金  16,154  
 そ の 他 資 産  20,547   負 債 の 部 合 計  1,090,639  
  再 保 険 貸  8,628   （純 資 産 の 部 ）    
  未 収 金  7   資 本 金  1,000  
  未 収 収 益  5,265   利 益 剰 余 金  622  
  預 託 金  54    利 益 準 備 金  1  
  仮 払 金  119    そ の 他 利 益 剰 余 金  621  

  金 融 派 生 商 品  6,472     特 別 積 立 金  17  

 繰 延 税 金 資 産  76     価格変動特別積立金  39  
        繰 越 利 益 剰 余 金  564  
      自 己 株 式  △      5  
      株 主 資 本 合 計  1,616  
      その他有価証券評価差額金  16  
      評価・換算差額等合計  16  
      純 資 産 の 部 合 計  1,633  
 資 産 の 部 合 計  1,092,272   負債及び純資産の部合計  1,092,272  
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（注） 

 

 １． 有価証券の評価基準、評価方法及び表示方法 

  (1) その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法により行っております。 

  (2) その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価法又は償却原 

価法により行っております。 

  (3) 地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対応する資産の評価差額について、税効果控除前の額を、保険業法施行 

規則に基づき、負債の部に「地震保険評価差額金」として表示しております。それ以外の評価差額については税効果控除後 

の額を全部純資産直入法により処理し、純資産の部に表示しております。また、売却原価の算定は移動平均法に基づいてお 

ります。 

 ２． 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

  (1) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によ 

り行っております。 

  (2) 運用目的及び満期保有目的のいずれにも該当しない有価証券の保有を目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産 

として運用されている有価証券の評価は、その他有価証券と同じ方法により行っております。 

 ３． デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 ４． 有形固定資産の減価償却は、定率法により行っておりますが、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)につ

いては定額法により行っております。 

 ５． 無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却は、社内の利用可能期間（5年）に基づく定額法により行ってお 

ります。 

 ６． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準を適用しております。 

 ７． 引当金の計上基準 

  (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権 

及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収 

が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当てることとしております。上記以外の債権については、過去の一定期 

間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。 

また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき財務部が資産査定を実施し、当該部署から独立した管理部が査定結果を監 

査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っております。 

なお、当期は引当の対象となる資産がないため計上を行っておりません。 

  (2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

なお、退職給付債務は、自己都合退職による期末要支給額を基に計算する簡便法により算出しております。 

  (3) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき当期末要支給額を計上しております。 

  (4) 賞与引当金 

   賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額基準により算出しております。 

  (5) 価格変動準備金 

   価格変動準備金は株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115条の規定に基づき計上しております。 

 ８． 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 

  (1) 金融商品の状況に関する事項 

   当社は再保険金の支払いに備え、価格変動リスク・信用リスク・流動性リスクの小さいこと、即ち健全性を第一義とし、こ 

れに収益性を加味した資産運用を行っております。 

このため当社が保有する金融資産は、主に内外の高格付の中期債であり、各リスクについては定期的に時価や信用情報を把 

握、管理しております。 

デリバティブ取引は、主に外貨建債券の為替変動リスクに対する先物為替予約で、実需の範囲内で行うこととしております。 

  (2) 金融商品の時価等に関する事項 

   平成 22年 3月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。 

      (単位：百万円)  

    貸借対照表計上額 時価 差額  

   ①  現金及び預貯金 22,352  22,509  157   

   ②  コールローン 28,254  28,254  －   

   ③  金銭の信託 13,692  13,692  －   

   ④  有価証券     

    その他有価証券 1,006,947  1,006,947  －   

   ⑤  デリバティブ取引(※) (806) (806) －   

   (※)その他資産及びその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については 

( )で表示しております。 



- 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (注 1)金融商品の時価の算定方法 

   ① 現金及び預貯金 

   満期のない預貯金や満期が期末日より 1年以内の定期預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当 

該帳簿価額によっております。満期が期末日より 1年を超える定期預金の時価については、将来キャッシュ・フロー 

を同様の新規預け入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値を算定しております。 

   ② コールローン 

   短期間で決済されるため、当該帳簿価額によっております。 

   ③ 金銭の信託 

   信託銀行から提示された価格によっております。 

   ④ 有価証券 

   時価は原則として市場価格等に基づいており、日本証券業協会の売買統計参考値、外部業者（外部ベンダー、ブロー

カー）より入手しております。 

   ⑤ デリバティブ取引 

   取引先の金融機関から提示された価格によっております。 

 ９． 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によってお 

ります。なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却を行っております。 

 10． 責任準備金の内訳項目である危険準備金は、責任準備金の算出方法書に基づき、正味純保険料の額と資産の運用によって生じた 

利益から法人税等相当額を除いた額を累積して積み立てております。 

 11． 

 

所有権移転外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20年 4月 1日前に開始する事業年度に属するものに 

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 12． 有形固定資産の減価償却累計額は、129百万円であります。 

 13． 繰延税金資産の総額は 90百万円、繰延税金負債の総額は 9百万円であります。繰延税金資産のうち評価性引当額として控除し 

た額は 4百万円であります。繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、未払事業税 21百万円、未払地方法人特別税 14百万円、 

退職給付引当金 40百万円、賞与引当金 6百万円、価格変動準備金 2百万円であります。繰延税金負債の発生の主な原因は､その 

他有価証券評価差額金 9百万円であります。 

 14. 1株当たりの純資産額は 821円 32銭であります。算定の基礎である純資産額は 1,633百万円、普通株式に係る純資産額は 1,633 

百万円。普通株式の当期末株式数は 1,988千株であります。 

 15. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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平成 21年度            損益計算書 

 

（単位：百万円） 

 科    目   金    額  

 経   常   収   益   99,464  

  保 険 引 受 収 益    79,278  
   正 味 収 入 保 険 料    72,225  

   積 立 保 険 料 等 運 用 益    7,052  

  資 産 運 用 収 益    20,186  

   利 息 及 び 配 当 金 収 入    17,222  

   金 銭 の 信 託 運 用 益    86  

   有 価 証 券 売 却 益    582  

   金 融 派 生 商 品 収 益    9,326  

   そ の 他 運 用 収 益    21  

   積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替    △        7,052  

  そ の 他 経 常 収 益    0  

 経   常   費   用   98,512  

  保 険 引 受 費 用    77,828  

   正 味 支 払 保 険 金    5,544  

   損 害 調 査 費    653  

   諸 手 数 料 及 び 集 金 費    30,872  

   支 払 備 金 繰 入 額    192  

   責 任 準 備 金 繰 入 額    40,565  

  資 産 運 用 費 用    14,359  

   金 銭 の 信 託 運 用 損    158  

   有 価 証 券 売 却 損    562  

   為 替 差 損    13,550  

   そ の 他 運 用 費 用    88  

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費    1,007  

  そ の 他 経 常 費 用    5,317  

   支 払 利 息    5,317  

 経   常   利   益    951  

 特   別   利   益    0  

  価 格 変 動 準 備 金 戻 入 額    0  

 特   別   損   失   0  

  固 定 資 産 処 分 損    0  

 税 引 前 当 期 純 利 益    951  

 法 人 税 及 び 住 民 税    950  

 法 人 税 等 調 整 額    △         4  

 法   人   税   等   合   計    946  

 当 期 純 利 益    5  

平成 21年 4月  1日から 

平成 22年 3月 31日まで 
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（注） 

 
  １． 正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。  

     収入保険料 148,349 百万円  

     支払再保険料 76,123 百万円  

       差 引 72,225 百万円  

  ２． 利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。  

     預貯金利息 219 百万円  

     コールローン利息 11 百万円  

     有価証券利息 16,991 百万円  

        計 17,222 百万円  

  ３． 金融派生商品収益中の評価損益は 806 百万円の損であります。 

  ４． １株当たりの当期純利益は 2円 58銭であります。  

   
算定上の基礎である当期純利益は 5百万円、普通株式に係る当期純利益

は 5百万円、普通株式の期中平均株式数は 1,988千株であります。 

  ５． 当期末における法定実効税率は 36.21％、税効果会計適用後の法人税 

   

等の負担率は 99.46％であり、この差異の主な内訳は、危険準備金有税

繰入額の損金不算入額 67.62％、危険準備金に係る広告宣伝費用損金算

入額△4.56％であります。 

  ６． 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。  
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